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1　現行の社会福祉施設緊急整備5カ年計画（昭和

46～50年度，要整備人員約62万人）は，今日まで

のところ整備総数としては，一応順調な進捗がみ

られるが，施設種類別に見ると，特別養護老人ホー

ム，重症心身障害児施設，保育所等については予

期以上の成果を収めつつある反面，施設の種類別

にみると，その他の施設については，整備実績が

予定を著しく下回るものもあるのが実態である。

2　右のような計画と実績の不一致は，単に計画の

前半期における整備の重点のかたよりによって生

じたものとだけ考えるべきでなく，新しく重視さ

れてきた在宅対策との関連での要収容人員の見な

おしとか，保育需要の予想外の高まりなど，計画

の内容自体にすみやかに再検討されるべき点が少

なくないものと判断される。このような見地から，

政府は，すみやかに現行計画を改訂し，社会福祉

施設の整備を新たな軌道に乗せる必要がある。

3　昭和49年度子算は，公共投資抑制方針の下にお

いても整備総数としては，努力が払われたことが

うかがわれるが，新計画の整備量としては，現行

計画が5年間平均で1年当たり約12万人の定員増

加とされていたのに対し，その後の社会的ニード

の高まりに対応して，これを相当に上回る整備量

を必要とするものと考える。

なお，新計画は，現行計画策定後，新たに経済

社会基本計画にうたわれた昭和52年度までにねた

きり老人等について，収容施設の不足を解消する

という目標を一つの重点項目とすべきことはいう

までもない。

4　政府は，以上のような方向で，すみやかに施設

種類別の検討を行い，自治体における各般の事情

を十分精査のうえ，新計画の具体化をはかるべき

である。なお，この計画に関連して政府の配慮を

要すると考えられる点は前記のとおりである。

別　記

1　新計画の前提として留意すべき事項

（1）現行計画については，地域レべルでのニード

の把握，医療サービスとの連携等につき，必ず

しも把握が十分でなかったため，施設種類別に

見た要整備量の想定に適切を欠く憾みがあった

ので，新計画においては，これを是正をはかる

こと。

（2）従来の施設収容偏重の考え方から脱皮し，在

宅福祉対策重視の考え方を明確にすべきこと

（在宅サービスの拡充と並んで，通所・通園施

設の整備を一つの重点とすること）。

（3）単に施設の量的拡充にとどまらず，従来の施

設をも含め，質的充実に努める必要があること。

このため，老朽施設の建替え，個室化の推進，

構造設備の改善等を推進するほか，建築単価の

実態に応じた引上げ等の措置を講ずべきこと。

（4）今後とも，地域レべルでのニードや施設の正

確な実態把握のための調査体系を拡充，改善す

べきこと。

なお，この場合，女子就業率の動向の保育需

要への影響に留意すべきこと。

（5）現行計画における施設の種別や区分について

は，明確を欠く面があるので，新計画は，その

表示上，一般の理解が得られやすいように工夫

すること。
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2　新計画の具体的内容として盛り込むべき事項

（1）老人福祉施設

特別養護老人ホームは，昭和52年度頃までに

施設の不足を解消すること。またこれとあわせ

て，養護老人ホーム，軽費老人ホーム及び有料

老人ホームの整備を促進し，老人福祉センター

についても計画的に整備を進めること。

（2）重症心身障害児施設

重症心身障害児施設は，昭和50年度頃までに

収容保護施設の不足を解消すること。

（3）精神薄弱者施設

精神薄弱者施設は，精神薄弱児の成人への移

行等に伴なうニードを的確に把握し，適切な整

備目標を設定すべきこと。

（4）重度の身体障害者更生援護施設

身体障害者療護施設等重度の身体障害者のた

めの施設は，地方の整備計画も軌道に乗りつつ

あり，今後の需要増も見込まれるので，新計画

の重点的目標の一つとすべきこと。

（5）保育所

現状における社会的ニードに即し，今後さら

に拡充を図る必要があること。

3　なお，政府は，新計画の策定，実施と並行して，

今後次の3点についても検討の上適切な措置を講

ずるべきである。

（1）2に掲げるもののほか，従来の施設体系にこ

だわらず，新しいニードに応じるため，老人の

ための医療施設と社会福祉施設の連携のあり

方，アルコール中毒者収容施設，精神障害者の

中間施設のあり方等の問題についてパイロット

事業を実施する等の方法により，今後のあるべ

き施設体系を検討すること。

（2）ニュータウンの建設等に当たっては，福祉の

町づくりという発想のもとで，住宅，公園，学

校等の整備に合わせて，社会福祉施設等の整備

をそのマスタープランに組み入れておくことが

必要であること。特に，住宅団地等大規模集合

住宅の建設に当たっては，児童福祉施設，身体

障害者施設，老人福祉施設等の併設について検

討すること。

（3）社会福祉施設の整備に当たっては，老人や児

童が地域住民との交流の中で快適な生活環境を

享受することが可能となるような方向で施設整

備をはかることが望ましいこと。

4　以上の施設整備計画にあわせて，社会福祉従事

職員の養成確保対策についても特段の配慮を払う

べきである。現在までのところ，看護婦等の医療

専門職を除き，著しい不足状況は見られないが，

今後の施設整備の進展，在宅サービスの拡充等の

ほか，週休2日制の導入その他労働条件の改善に

迫られ，その需要増大が見込まれるので，これに

備えるため，看護婦確保対策にあわせて社会福祉

従事職員を確保し，定着させるために，給与の改

善，勤務時間の短縮，職員宿舎の整備，退職手当

制度の拡充等の処遇の改善に思い切った措置を講

ずるとともに，その資質向上のため養成訓練体制

を充実すべきである。
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